
篠栗町開発行為等指導要綱  
篠栗町開発行為に関する指導要綱（昭和５５年要綱第１号）の全部

を改正する。  
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第１章 総則  
（目的）  

第１条 この要綱は、篠栗町（以下「町」という。）における開発行為

等について、事業者の積極的な協力を求めるとともに、適切な指導

と規制を行うことにより、無秩序な開発を防止し、良好な住環境の

創造と自然環境の調和を図るとともに、健全な発展と公共の福祉の

増進に寄与することを目的とする。  
（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  
(1) 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第

１２項に定める行為をいう。  
(2) 建築行為 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第

１３号に定める行為をいう。 

(3) 開発行為等 前２号に掲げる行為をいう。 

(4) 事業者 開発行為等を施行する者をいう。 

(5) 開発区域 開発行為をする土地の区域及び建築行為をする敷

地（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第１

号に規定する敷地をいう。）をいう。 

(6) 公共・公益施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水

路、消防の用に供する貯水施設、上水道、学校、幼稚園、保育所、



公民館、ごみ集積施設、駐車場及び駐輪場等をいう。 

(7) ワンルーム形式集合建築物 主たる居室数が１である住戸で、

専用床面積が２５平方メートル以下のものを複数有する建築物を

いう。 

(8) 事業所等 事務所、店舗及び工場等住宅以外の用に供する建築

物をいう。 

(9) 集合住宅 共同住宅、長屋、寄宿舎及びワンルーム形式集合建

築物等をいう。ただし、事業所等の用途を併用するものを含む。 

(10) 中高層建築物 地盤面からの高さが１０メートルを超える建

築物又は階数が３以上の建築物をいう。 

(11) 行政区長等関係者 開発区域が存する行政区長、周辺の住民

及び利害関係者等をいう。 

(12) 脱炭素政策 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出

量を削減し、将来的に排出量実質ゼロ（カーボンニュートラル）

を目指すための社会全体の取組全般をいう。 

（適用の範囲） 

第３条 この要綱の適用範囲は、次に掲げるものとする。 

(1) 都市計画法第２９条に規定する許可を必要とする開発行為 

(2) 前号に掲げるもの以外で以下に掲げる開発行為等 

ア 戸建住宅の分譲（２区画以上）を目的とするもの 

イ 貸家の用に供する戸建住宅（２戸以上）の建築行為を目的と

するもの 

ウ 集合住宅の建築行為を目的とするもの 

エ 事業所等の用に供する建築物の建築行為を目的とするもの 

(3) 駐車場又は資材置場等の造成でその面積が１０００平方メー

トル以上のもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱

の適用を除外する。 

(1) 公共・公益施設に譲渡した買換資産として、貸家又は集合住宅

を建築するもの。ただし、戸数は、５以下とする。 

(2) 建替え等を行わないもの。ただし、用途の変更は除く。 



(3) 町長が特にやむを得ないと認めるもの 

（開発行為等の施行） 

第４条 事業者は、前条第１項各号に掲げる開発行為等をするときは、

関係法令に定めるもののほか、この要綱に定める事項に従い、施行

しなければならない。 

（事前協議） 

第５条 事業者は、関係法令で定められた申請又は届出を行う前に、

あらかじめ町長に事前協議書（様式第１号）に必要図面を付して提

出し、この要綱に基づく公共・公益施設の整備計画、費用負担、維

持管理等について協議をし、同意を得るものとする。開発行為等の

計画変更の場合も、同様とする。 

（協定書の締結及び工事の着手） 

第６条 町長は、事前協議の結果を事前協議回答書（様式第２号）に

より、事業者に通知するものとする。 

２ 町長と事業者は、事前協議の結果、合意に達した事項について、

開発同意に関する協定書（様式第３号）を締結するものとする。 

３ 事業者は、前項の規定により協定を締結した後、当該開発行為等

に着手するものとする。 

４ 事業者は、第３条第１項第２号及び第３号に掲げる開発行為等の

工事に着手するときは、工事着手届（様式第４号）を町長に提出す

るものとする。ただし、当該開発行為等における切土又は盛土の高

さが３０センチメートル以下のものについては、この限りでない。 

（開発行為等の取下げ） 

第７条 事業者は、事前協議中又は開発行為等の工事中に、事業計画

を中止したときは、遅滞なく開発行為等取下届（様式第５号）を町

長に提出しなければならない。 

（協議事項の承継） 

第８条 開発行為等を承継した者は、協定書で締結した事項について

確実に引き継ぎ、速やかに開発行為等承継届（様式第６号）を町長

へ提出するものとする。 

（関係者との協議、紛争及び補償等） 



第９条 事業者は、開発行為等を行うときは、周辺の環境に十分配慮

するため、事前協議の前に開発区域の行政区長等関係者への説明を

十分に行い、協議を整えるよう努めるものとする。 

２ 開発行為等に起因する紛争については、事業者の責任において解

決するものとする。 

３ 開発行為等に起因する損害については、事業者の責任において補

償し、又は原状回復に当たるものとする。 

（工事の完了及び検査） 

第１０条 事業者は、第３条第１項第２号及び第３号に掲げる開発行

為等の工事が完了したときは、工事完了届出書（様式第７号）を町

長に提出するものとする。 

２ 町長は、前項の工事完了届出書が提出されたときは、当該工事が

この要綱の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査

の結果について、工事完了検査済通知書（様式第８号）により事業

者に通知し、もって、工事完了を承認するものとする。 

３ 町長は、当該工事がこの要綱の内容に適合していない場合は、事

業者に対し改善を指示することができる。 

４ 事業者は、前項の規定により改善の指示を受けた場合は、その改

善に当たらなければならない。 

第２章 環境保全  
（公害の防止）  

第１１条 事業者は、開発行為等を行うときは、開発区域及び周辺地

域の生活環境が損なわれることがないようにするため及び公害の発

生を未然に防止するため、関係法令及び関係条例に定める環境基準

を遵守しなければならない。  
（排水）  

第１２条 事業者は、開発区域から放流する下水（雨水、汚水及び雑

排水をいう。）を排水するための必要な施設について、開発区域の規

模、事業内容及び計画人口並びに周辺地形の状況及び集水区域等を

勘案の上、設置し、又は改修しなければならない。 

２ 事業者は、前項の場合において、開発区域内の排水を施行区域外



にある排水施設等へ有効かつ適切に接続し、処理できるようにしな

ければならない。 

３ 事業者は、排水施設等の設置又は改修を行う場合は、河川管理者

又は水路管理者の同意を得て行うものとする。 

４ 事業者は、開発行為等に起因して、開発区域外の排水施設等が周

辺地域に被害を及ぼすおそれのある場合は、町長の指示に従い、事

業者の負担で当該排水施設等を改修するものとする。ただし、改修

範囲については、町長と協議するものとする。 

５ 事業者は、事業所等の用に供する建築物の建築行為を目的とする

開発行為等において、当該事業所等から排出される汚水（工場排水

等をいう。）については、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３

８号）、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定

める条例（昭和４８年福岡県条例第８号）及び福岡県小規模事業場

排水水質改善指導要領に基づき、事業者の負担において、当該敷地

内に汚水処理施設を設置し、適切に処理するものとする。  
６ 事業者は、前項の場合において、油類等が当該敷地外に排出する

おそれがあるときは、事業者の負担において、当該敷地内に同項の

施設とは別に油水分離施設を設置し、油類等が流出することがない

ようにするものとする。  
（日照の確保）  

第１３条 事業者は、中高層建築物の建築を目的とする開発行為等を

行う場合は、日照の影響について町長と協議するとともに、行政区

長等関係者に対し事業計画等の説明を行い、同意を得るよう努める

ものとする。  
（電波障害の排除）  

第１４条 事業者は、中高層建築物の建築を目的とする開発行為等を

行う場合は、開発区域の周辺住民が受けるテレビ電波障害をあらか

じめ調査し、当該テレビ電波障害を排除するため、電波管理者等と

協議し、必要な施設を事業者の負担において設置するものとする。  
（文化財の保護）  

第１５条 事業者は、開発区域内に文化財が存在する可能性があると



教育長が認める場合は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

の規定による手続のほか、町教育委員会と協議し、その指示に従わ

なければならない。  
２ 事業者は、開発行為等の工事中に埋蔵文化財等を発見したときは、

直ちに工事を中止し、現状を変更することなく、速やかに町教育委

員会に報告し、これらの処置等について協議し、必要な措置を講じ

なければならない。  
３ 前項の処置等に係る費用等は、事業者の負担とする。  

（雑草の対策）  
第１６条 事業者は、開発行為等により新たに設置し、又は改修する

公共・公益施設並びにその附帯施設及び法面等について、雑草の繁

茂を抑制し、良好な景観及び機能の維持並びに維持管理負担の軽減

を図るため、必要な工事を行うものとする。  
２ 前項の工事は、防草シート敷設、被覆材施工、舗装、植栽その他

町長が適当と認める方法により行うものとし、施工内容については、

事前に町長と協議するものとする。  
３ 前項の工事に係る費用等は、事業者の負担とする。  

（屋外広告物）  
第１７条 事業者は、屋外広告物を掲出するときは、屋外広告物法（昭

和２４年法律第１８９号）、福岡県屋外広告物条例（平成１４年福

岡県条例第３５号）その他関係法令に基づき、必要に応じて許可等

を受けるものとする。  
（脱炭素政策の実現）  

第１８条 事業者は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０

年法律第１１７号）に基づく篠栗町地球温暖化対策実行計画を考慮

し、主管部署と事前に協議を行い、可能な限り町の脱炭素政策に貢

献する施策を行うものとする。  
２ 事業者は、開発区域内において建築される建築物に対し、再生可

能エネルギー設備の積極的な導入に取り組み、又は建築行為者に当

該設備の導入を求めるよう努めるものとする。  
第３章 公共・公益施設 



（道路） 

第１９条 事業者は、開発区域内に都市計画道路又は新設若しくは改

良予定の道路がある場合は、その計画に適合させ、開発区域外の道

路と有効に接続し、その機能が発揮されるようにするものとする。 

２ 事業者は、道路の築造について、次に定めるところによるものと

する。 

(1) 開発区域内の道路及び開発区域外の道路と接続する道路の幅

員構造等については、都市計画法及び都市計画法施行令（昭和４

４年政令第１５８号）並びに福岡県が発行する都市計画法に基づ

く開発行為等の審査基準に基づくこと。 

(2) 開発区域内の道路及び開発区域外の道路と接続する道路の路

面排水施設は、次に定めるところによること。 

ア 道路の両側に、有蓋の縦断用側溝（内径３００ミリメートル

×３００ミリメートル以上）を敷設し、流末施設に接続させる

こと。 

イ 側溝蓋は、車道用を使用し、側溝延長１０メートルにつき１

箇所の割合で、レジン蓋又はグレーチング蓋を設置すること。 

ウ 道路交差部は、原則として横断暗渠
きょ

（内径３００ミリメート

ル×３００ミリメートル以上）を敷設すること。ただし、町長

がやむを得ないと認めるときは、横断用側溝（内径３００ミリ

メートル×３００ミリメートル以上）を敷設してもよい。 

エ 縦断用側溝と横断暗渠又は横断用側溝が接続する箇所には、

集水桝
ます

（５００ミリメートル×５００ミリメートル×６００ミリ

メートル以上）を設置すること。 

(3) 新設する道路の路面には、原則として新たに電柱等交通の障害

となる施設を設けないこと。 

(4) 開発行為等により、道路が崖、池沼、河川若しくは水路等に隣

接している箇所又は屈曲部分で危険と判断される箇所に、崩壊防

止施設及び交通安全の確保に必要な防護柵、転落防止柵、視線誘

導標、道路照明灯及び路面標示等を設置すること。なお、規格、

構造及び設置位置等について、事前に道路管理者と協議すること。 



(5) 開発行為等により、開発区域内の道路又は既設道路が行き止ま

り又は幅員減少等となる場合は、注意看板の設置又は路面標示等

の注意喚起を行うこと。なお、規格、構造及び設置位置等につい

て、事前に道路管理者と協議すること。 

(6) 道路の交差部、屈折部又は屈曲部及び道路管理者が必要と判断

する箇所に、道路反射鏡を設置し、又は移設すること。ただし、

規格、構造及び設置位置等については、事前に道路管理者と十分

に協議することとし、公共用地外から道路に進入する場合の道路

反射鏡は、事業者において設置の必要性を検討し、必要と判断す

る場合は、事業者の負担により、原則として公共用地外に設置す

ること。 

(7) 開発区域の面積が１０ヘクタールを超える場合は、歩行者専用

道路を設けるよう努めること。また、歩行者専用道路で、通行の

安全上支障がないと認められるものであって、階段道路とすると

きは、階段の両側に手すり等の安全施設を設けること。 

(8) 道路照明灯や防犯灯を設置する場合は、町の脱炭素政策を考慮

し、太陽光設備等の再生可能エネルギーによる電力供給を受ける

よう努めること。なお、詳細について、主管部署と協議すること。 

３ 前項に定めるもののほか、道路の技術的基準について、道路構造

令（昭和４５年政令第３２０号）、篠栗町町道の構造の技術的基準を

定める条例（平成２５年条例第１号）並びに福岡県が発行する都市

計画法に基づく開発行為等の審査基準及び道路位置指定の手引き等

に準拠し、事業者は、事前に道路管理者と協議するものとする。 

（公園、緑地及び広場） 

第２０条 事業者は、都市計画法等の規定に基づき公園、緑地又は広

場（以下「公園等」という。）を設置する場合は、福岡県が発行する

都市計画法に基づく開発行為等の設置基準を準用するほか、次に掲

げる規定を遵守するものとする。 

(1) 公園等の用地は、原則として整形地とし、最低でも１００平方

メートル以上の面積を確保すること。 

(2) 開発区域の面積が、３，０００平方メートル以上１５，０００



平方メートル未満で、戸建住宅の分譲を目的とする開発行為等に

おいては、計画戸数１戸当たり１２平方メートル以上公園等の用

地面積を確保すること。 

(3) 開発区域の面積が、１５，０００平方メートル以上で、戸建住

宅の分譲を目的とする開発行為等においては、計画戸数１戸当た

り２０平方メートル以上公園等の用地面積を確保すること。 

２ 事業者は、公園等内の遊戯施設、植栽及び防護施設等の設置につ

いて、主管部署と別途協議を行うものとする。 

（消防施設）  
第２１条 事業者は、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）

に基づき、消防に必要な水利施設について、粕屋南部消防組合及び

町長と協議の上、事業者の負担において設置するものとする。  
（下水道） 

第２２条 事業者は、公共下水道事業計画区域内において開発行為等

を行う場合は、開発区域内からの下水（汚水及び雑排水をいう。）

は、町の公共下水道に接続し、排出しなければならない。この場合

において、当該下水の排除方式は、分流式とする。 

２ 事業者は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）、篠栗町下水道

条例(平成６年条例第１９号)及び篠栗町下水道法施行条例（平成２

４年条例第１５号）並びに関係法令等に掲げる事項を遵守し、主管

部署と協議の上、必要な下水道施設を設置するものとする。 

（浄化槽） 

第２３条 事業者は、公共下水道事業計画区域外において開発行為等

を行う場合において、開発区域内に雑排水処理施設及びし尿処理施

設を設置しようとするときは、篠栗町浄化槽設置指導要綱（平成１

４年要綱第５号）を遵守するものとする。この場合において、開発

区域が公共下水道事業計画区域にあり、やむを得ない事情で浄化槽

を設置しようとするときは、同要綱第２条第２項の規定を準用する。 

２ 事業者は、公共下水道事業計画区域外において戸建住宅の分譲を

目的とする開発行為等を行う場合は、合併処理浄化槽施設を事業者

の負担において設置するものとする。  



３ 前項の場合において、合併処理浄化槽施設の維持管理は、事業者

又は利用者が行うものとする。ただし、管理規約等で管理者の定め

があるときは、この限りでない。  
４ 事業者は、合併処理浄化槽処理水及び家庭用雑排水の放流につい

て、事前に水利関係者と協議しなければならない。  
５ 事業者は、処理水等の放流に起因して第三者との紛争が生じた場

合は、利用者とともにそれを解決しなければならない。  
（雨水流出抑制施設）  

第２４条 事業者は、保水及び遊水機能の減少等を考慮して、適切な

保水及び遊水機能の確保と降雨による開発区域からの雨水流出を抑

制し、河川及び水路への更なる負担を軽減させ、水害の防止を図る

ため、必要となる施設（以下「雨水流出抑制施設」という。）を事

業者の負担において、開発区域内に設置するものとする。  
２ 前項の場合において、事業者は、雨水の流出量について、福岡県

が発行する都市計画法に基づく開発行為等の審査基準に基づき算出

し、雨水流出抑制施設の設置を検討するものとする。  
（上水道） 

第２５条 事業者は、町の給水区域内において給水を受ける場合は、

町長と協議し、承認を得なければならない。 

２ 前項の場合において、既設の配水管での給水能力に不足を来すと

思われるとき又は既設の配水管から開発区域まで配水管を敷設する

必要があるときは、事業者の負担でこれを施工するものとする。 

３ 事業者は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、篠栗町水道事業

給水条例（平成２年条例第２４号）及び篠栗町水道法施行条例（平

成２４年条例第１６号）並びに関係法令等を遵守し、主管部署と協

議の上、必要な給水装置等を設置するものとする。 

（公民館） 

第２６条 事業者は、戸建住宅の分譲を目的とする開発行為等におい

て、町長等との協議により、新たな行政区の設置が必要と判断され

た場合は、篠栗町公民館設置及び管理に関する条例（平成４年条例

第２３号）第２条第３項に規定する分館（区公民館をいう。）の用地



を整備するものとする。 

（ごみ集積用地及び施設並びにごみ収集） 

第２７条 事業者は、ごみ収集作業の円滑化を図るため、町長が必要

と認める場合は、開発区域内において、衛生上及び交通上支障がな

い適当な場所に、ごみ集積用地を確保するものとする。 

２ 事業者は、集合住宅の建築を目的とする開発行為等を行う場合は、

別に定める基準に基づき、当該施設の敷地内にごみ集積施設を設置

しなければならない。 

３ 前項の場合において、ごみ集積施設の維持管理は、事業者又は施

設利用者が行うものとする。ただし、集合住宅の管理規約等で管理

者の定めがあるときは、この限りでない。 

４ 事業者は、開発区域内にごみの収集経路がない場合は、収集場所

及び収集方法等について、ごみ収集業者と協議しなければならない。 

５ 事業者は、入居者に対し、ごみ収集の日時、場所及び収集方法等

を周知しなければならない。 

６ 事業者は、事業所等から出る事業系一般廃棄物の処理について、

必要に応じて、ごみ収集業者と協議するものとする。 

（駐車場及び駐輪場）  
第２８条 事業者は、集合住宅の建築を目的とする開発行為等を行う

場合は、その開発区域内において、計画戸数の１００パーセント以

上の自動車台数を収容できる駐車場を整備しなければならない。た

だし、ワンルーム形式集合建築物の建築を目的とする開発行為等を

行う場合は、その開発区域内において、計画戸数の７０パーセント

以上の自動車台数を収容できる駐車場を整備すれば足りるものとす

る。  
２ 事業者は、開発区域の用途地域が都市計画法第８条第１項第１号

に規定する商業地域及び近隣商業地域であるときは、前項に規定す

る台数の７０パーセント以上の自動車台数を収容できる駐車場を開

発区域内に整備し、不足分を開発区域外に確保することができる。

この場合において、事業者は、駐車場設置に関する誓約書（様式第

９号）に図面等を付して町長に提出しなければならない。  



３ 事業者は、事業所等の用に供する建築物の建築行為を目的とする

開発行為等を行う場合は、開発区域の面積や事業内容等を勘案し、

その開発区域内において、適切な自動車台数分の駐車場を整備しな

ければならない。 

４ 前３項に掲げるもののほか、事業者は、開発区域内において、必

要に応じて自転車、原動機付き自転車及び自動二輪車を駐輪するた

めの駐輪場を整備するものとする。  
第４章 一般事項 

（技術的基準）  
第２９条 開発行為等の技術的基準は、都市計画法及び福岡県が発行

する都市計画法に基づく開発行為等の審査基準を適用する。  
２ 開発行為等に伴い必要となる土木構造物（町に帰属し、寄附され、

又は移管するものに限る。）の構造基準は、福岡県が発行する土木

構造物標準設計又は国土交通省制定土木構造物標準設計を標準とす

る。  
（区画の規模）  

第３０条 戸建住宅の分譲を目的とする開発行為等において、１区画

当たりの面積は、原則として、１６５平方メートル以上とする。た

だし、次に掲げる場合については、この限りでない。  
(1) 事業者が住環境整備等を行うことで、町の公共の福祉の増進に

寄与すると町長が認めた場合。ただし、事業者は、町長と覚書（様

式第１０号）を締結し、整備等を遂行しなければならない。  
(2) 町長が特にやむを得ないと認めた場合  

２ 前項の規定にかかわらず、都市計画法第８条第１項第１号に規定

する第一種低層住居専用地域内の開発行為等においては、その定め

によるものとする。  
３ 第１項の規定にかかわらず、篠栗町地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例（平成３０年条例第２号）に規定する地区

計画内の開発行為等においては、その定めによるものとする。  
（公共・公益施設の移管、用地の帰属等）  

第３１条 事業者は、開発行為等により新たに設置された公共・公益



施設の維持管理及び用地の帰属等について、公共施設に関する協議

書（様式第１１号）により町長と協議しなければならない。  
２ 町への公共・公益施設の引継ぎは、原則として、工事完了公告の

日の翌日又は工事完了承認日の翌日とし、公共・公益施設の引継ぎ

が完了するまで、当該施設の管理は、事業者が行うものとする。  
３ 前項に係る用地の所有権移転登記は、嘱託登記とし、町は、嘱託

書の調製を行い、事業者は、登記に必要な書類の作成事務等を行う

ものとする。なお、事業者は、移転登記前に、当該用地の所有権以

外の権利を抹消しなければならない。  
（公共・公益施設の維持管理）  

第３２条 前条第１項の規定による協議において、事業者が公共・公

益施設を維持管理することとなったときは、町長は、事業者と当該

公共・公益施設の管理に関する協定を締結するものとする。  
２ 前項の場合において、事業者は、当該公共・公益施設の維持管理

を民間管理会社又は自治会等へ委託するときは、維持管理の責任を

明らかにするとともに、証となる書類の写しを町長に提出するもの

とする。  
３ 前２項の場合において、事業者は、当該公共・公営施設及びその

周辺についても、雑草の繁茂を防止するため必要な対策を講じ、当

該施設の機能及び景観を適切に維持するよう努めるものとする。  

（公共・公益施設の瑕疵
か し

担保責任）  
第３３条 事業者は、町に公共・公益施設を引き継いだ後であっても、

原則として、２年の間に、事業者の責任に起因する公共・公益施設

の損傷等が認められた場合は、事業者の責任において補修するもの

とする。  
第５章 補則  

（立入検査） 

第３４条 町長は、開発行為等の施行に際して町職員等を開発区域内

の土地に立ち入らせ、工事の状況を調査させることができる。 

（勧告等） 

第３５条 町長は、事業者に対しこの要綱に基づき報告若しくは資料



の提出を求め、又は勧告することができる。 

（その他）  
第３６条 この要綱により難いもの又は定めのないものについては、

その都度町長が別に定める。  
附 則  

（施行期日）  
第１条 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
第２条 改正後の篠栗町開発行為等指導要綱（以下「新要綱」という。）

の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

新要綱第５条に規定する事前協議書を提出した開発行為等に適用し、

施行日前に改正前の篠栗町開発行為に関する指導要綱の規定により

事前協議書が提出された場合については、なお従前の例による。  
 
 



様式第１号（第５条関係） 

事 前 協 議 書 
年   月   日 

篠 栗 町 長  様 
事業者                 

  住所               

氏名               

電話番号              

 
篠栗町開発行為等指導要綱第５条の規定に基づき、必要図面を添えて協議書を提出します。 

記 

1 開発行為等の位置

2 開発行為等の面積

用途 建築 ㎡

構造 造 延床 ㎡

計画戸数 戸 人

4 用 途 地 域

住所

氏名

電話

6 担 当 者 氏 名

7 着 工 予 定 年 月 日

8 添 付 書 類

※図面には縮尺を明記のこと

(8)汚水排水計画図（経路・公共桝位置等）

(14)埋蔵文化財事前審査願に対する回答の写し

(9)雨水排水計画図（経路・集水桝位置・接続断面図等）

(10)土地全部事項証明書

(11)権利者の同意書又は売買契約書の写し

(12)放流先水利権者の同意書の写し（浄化槽）

(13)新たに設置される公共施設一覧表

(1)位置図

(2)公図

(3)現況図

(4)計画平面図

(5)縦横断面図（現況・計画）

　篠栗町

市街化区域（　　　　　　　地域）・市街化調整区域・準都市計画区域・都市計画区域外

㎡　　　

(15)その他必要な図書

連絡先

　　　　年　　　　　月　　　　　日

(6)工作物詳細図

(7)給水計画図（経路・給水メーターの位置等）

計画人口

予 定 建 築 物 等3

5 設 計 者

面積

 



様式第２号（第６条第１項関係） 
篠都第  号   

年   月   日 

事 前 協 議 回 答 書 

         様 
 

篠栗町長       印 
 

 篠栗町開発行為等指導要綱第５条の規定に基づき     年   月   日付けで申請が

ありました事前協議について、下記指摘事項に留意の上、都市計画法、建築基準法及び篠栗町開

発行為等指導要綱に基づく所定の手続をされるよう回答いたします。 
 

記 
開発行為等の位置 
予定建築物の概要 
 

課  名 協 議 内 容 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条第２項関係） 

 

開発同意に関する協定書 

年   月   日 

 

篠 栗 町 長               印 

 

住所                

事業者                   

氏名              ㊞ 

 

 

 篠栗町と事業者      との間に、事業者が下記土地において施行する開発行為等につい

て協議した結果、篠栗町が下記条件を付して開発事業を施行することについて双方同意すること

を確認する。 

 その証として本書を２通作成し、双方記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

記 

 

１ 開発行為等の位置  

 

２ 開発行為等の面積  

 

３ 予定建築物の概要  

 

４ 確 認 事 項  

 

５ そ の 他 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条第４項関係） 

 

工 事 着 手 届 

年   月   日 

篠 栗 町 長  様 

住所                  

事業者                    

氏名                  

 

 開発行為等に関する工事に着手したので、篠栗町開発行為等指導要綱第６条第４項の規定に基

づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

開 発 行 為 等 の 位 置  篠栗町 

工 事 着 手 年 月 日        年    月    日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日        年    月    日 

工
事
施
行
者 

住 所   

氏 名             電 話 

建 設業 許可 番号      年    月    日  第   号 

工
事
管
理
者 

住 所   

氏 名             電 話 

資 格 免 許 等   

主
任
技
術
者 

住 所   

氏 名             電 話 

資 格 免 許 等   

 ※町受付処理欄 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

開 発 行 為 等 取 下 届 

年   月   日 

篠 栗 町 長  様 

住所                  

事業者                    

氏名                  

 

 篠栗町開発行為等指導要綱第７条の規定に基づき、開発行為等の取下げを下記のとおり届け出

ます。 

記 

開 発 行 為 等 の 位 置  篠栗町 

開 発 行 為 等 の 面 積                  ㎡ 

中 止 し た 日        年    月    日 

中 止 に 至 っ た 理 由  

中 止後 の対 応に ついて  

 ※町受付処理欄 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

開 発 行 為 等 承 継 届 

年   月   日 

篠 栗 町 長  様 

住所                  

承継者                    

氏名                  

 

 下記の開発行為を承継しましたので、篠栗町開発行為等指導要綱第８条の規定に基づき、届け

出ます。また、協定書の内容を引き継ぎ、これを遵守することを申し添えます。 

 

記 

被 承 継 者 
（住所） 

（氏名） 

開 発 行 為 等 の 位 置  篠栗町 

開 発 行 為 等 の 面 積                  ㎡ 

承 継 し た 日        年    月    日 

承 継 の 理 由  

 ※町受付処理欄 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１０条第１項関係） 

 

工 事 完 了 届 出 書 

年   月   日 

篠 栗 町 長  様 

住所                  

事業者                    

氏名                  

 

 開発行為等に関する工事が完了したので、篠栗町開発行為等指導要綱第１０条第１項の規定に

基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

開 発 行 為 等 の 位 置  篠栗町 

工 事 着 手 年 月 日        年    月    日 

工 事 完 了 年 月 日        年    月    日 

 

工事完了届出書に添付する図書 

 

１ 工事工程写真             ６ 位置図 

２ 竣工写真               ７ 完成図 

３ 土地の登記関係一覧表         ８ 公図 

４ 公共施設に関する協議書の写し     ９ 確定測量図（公共施設のみ） 

５ 公共施設の登記嘱託書案        10 その他町長が必要と認める図書 

 

受 付 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１０条第２項関係） 

 

篠都第  号   

年  月  日 

工事完了検査済通知書 

         様 
 

篠栗町長       印 
 

     年   月   日付けで工事完了の届出がありました下記の開発行為等について、

検査を実施した結果、篠栗町開発行為等指導要綱の内容に適合していることを証明します。 
 

記 

開 発 行 為 等 の 位 置  篠栗町 

開 発 行 為 等 の 面 積               ㎡ 

工 事 完 了 年 月 日        年    月    日 

検 査 年 月 日        年    月    日 

検 査 職 員 氏 名   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第９号（第２８条第２項関係） 
 

駐車場設置に関する誓約書 
 
篠 栗 町 長  様 
 
 下記土地において施行する開発行為等について、当該敷地内に設置する駐車場台数が、篠栗町

開発行為等指導要綱で規定する台数  台分（計画戸数の１００％）のうち  台分（計画戸数

の   ％）しか確保できません。 
 残りの台数   台分については、下記の場所において確保し、及び使用し、その解消を図る

ことを誓約いたします。 
 

記 
 
開発行為等の位置   篠栗町 
予定建築物の概要    
区域外の駐車場の位置  篠栗町 

（添付資料のとおり） 
 

年   月   日 
 

住所                 
事業者                   
   氏名               ㊞ 

 
 
※開発区域外で確保した駐車場の位置図等を添付してください。 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１０号（第３０条１項第１号関係） 
 

覚 書 
 
        （以下「事業者」という。）と篠栗町（以下「町」という。）は、篠栗町開発行

為等指導要綱（以下「要綱」という。）に係る事前協議を行うに当たり、下記の事項を確認した

ので、覚書として記録を残し、締結するものである。 
 

記 
 
１ 開発行為等の位置である篠栗町          （以下「本件土地」という。）におけ

る事前協議において、要綱第３０条第１項本文に定める区画の規模を下回ること。 
２ 事業者は、要綱第３０条第１項本文に定める区画の規模を下回るが、町が示す次の住環境整

備等を行うことを条件に、本件土地を開発すること。 
 
 
 
３ 事業者は、前項に掲げる施行時期や舗装方法等について、別途町と協議すること。 
４ 第２項に関する費用等については、事業者が負担すること。 
 
その証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 
    年   月   日 
 

（事業者）                     
 

 ㊞   
 

（町）福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目１番１号   
糟屋郡篠栗町               
篠栗町長             印   

 
 
 



様式第１１号（第３１条第１項関係） 

公共施設に関する協議書 
  篠栗町開発行為等指導要綱に基づき、下記事業者の事業に係る開発行為等により新たに設置される公

共・公益施設の維持管理及び用地の帰属等について、その公共施設の管理者及び用地の帰属者になろうと

する篠栗町と事業者との間に協議が整ったことを確認する。 

 

    年   月   日 

 

施行場所                  公共施設の 

                        管 理 者 名                印 

 

                        事 業 者 

                        住   所 

                        氏   名                ㊞ 

１ 協議事項 

公共施設の 

種類 
平面図番号 

概      要 
管理者 用地の帰属 摘要 

幅寸法 延 長 面 積 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

２ 関係文書及び図面別途のとおり 

 ① 土地の登記事項証明書 ② 公図 ③ 平面図 ④ 地積図 

注１ 一つの公共施設用地が二者以上の者に帰属することとなる場合は、同一番号に孫番を設け分離し、図面

に明示してください。 

注２ 公園、広場、緑地及び消防の用に供する貯水施設については、面積のみを記載してください。また、用

地の帰属に関係のない、上・下水道管渠については、寸法及び延長のみを記載してください。 


